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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３１年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成３０年８月１８日 １３時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港南港区の入口付近 

 鹿児島港鴨
かも

池
いけ

防波堤灯台から真方位２３２° １,３９０ｍ 

 （概位 北緯３１°３２.７′ 東経１３０°３３.１′） 

事故の概要  引船さくら丸は、台船スパット１号をえい
．．

航して北西進中、スパッ

ト１号が転覆した。 

スパット１号は、スパッド２本の折損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年８月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 引船 さくら丸、５トン未満 

２９５－３２９０６鹿児島、株式会社南栄建設工業 

８.９０ｍ（Lr）×３.２０ｍ×１.２５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２０５.９４kＷ、平成３年９月 

Ｂ 台船 スパット１号、約２４トン 

なし、有限会社能美ジオックス 

１０.４０ｍ×８.２０ｍ×１.３５ｍ、鋼 

機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４２歳 

二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２０年５月２０日 

   免許証交付日 平成２９年９月７日 

（平成３５年５月２０日まで有効） 

Ｂ 現場責任者Ｂ 男性 ２６歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ スパッド２本に折損、スパッド昇降用油圧ポンプに濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、現場責任者Ｂほか作業員３人

を乗せたＢ船をえい
．．

航して引船列を構成し、鹿児島港マリンポートか
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ごしま沖のボーリング調査現場を出発して約０.７ノットの対地速力

で、鹿児島港南港区の岸壁に向かった。 

 Ｂ船は、四隅に直径３２０mm、長さ約３１ｍのスパッドを４本備え

ており、マリンポートかごしま周辺では長さ約３１ｍのスパッドのう

ち約１０ｍを水面下に入れ、陸側に近づくほど水深が浅くなるので、

水深に合わせて段階的に水面下のスパッドの長さを調整しながら、え
．

い
．
航されていた。 

 Ａ船は、鹿児島港南港区の入口付近では、更に水深が約６ｍと浅く

なるので、Ｂ船のスパッドの長さを調整させる目的で停止した。 

Ｂ船は、水面下のスパッドの長さを約５ｍにする作業を行い、４本

ともスパッドの長さの調整が終わったので、現場責任者Ｂが船長Ａに

無線機で連絡をし、引船列が発進し始めたとき、Ｂ船がゆっくり左舷

側に傾き始めた。 

  船長Ａは、現場責任者Ｂの「ストップ」という大声を無線機で聞

き、主機を中立運転とした。 

 Ｂ船は、平成３０年８月１８日１３時００分ごろ左舷側に転覆し、

現場責任者Ｂが海中に転落したが、近くにいた警戒船に救助され、他

の作業員３人はＢ船の手すりなどに掴
つか

まって転落しなかった。 

 引船列を誘導していた誘導船に乗船していた地質調査会社（以下

「Ａ社」という。）担当者は、海上保安庁に本事故の発生を通報し

た。 

 Ｂ船は、Ａ社が手配した起重機船によって、南港区の岸壁に引き上

げられた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船転覆状

況、写真３ Ｂ船の類似船 参照） 

 その他の事項 Ａ船及びＢ船は、Ａ船が船尾から直径５０mm、長さ約２０ｍの合成

繊維製のえい
．．

航索を伸ばし、地質調査の足場として使用されている前

後左右の区別がない矩形
く け い

のＢ船が波などの抵抗を抑える目的で、短い

舷を右舷、長い舷を左舷として角部にえい
．．

航索を取り、引船列を構成

していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図１ Ａ船のＢ船えい
．．

航状況概略図 
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Ｂ船のスパッドは、４本とも水面上に約２６ｍ出ていた。 

現場責任者Ｂ及び作業員３人は、全員救命胴衣を着用していた。 

Ｂ船は、船長ＡがＢ船の傾きと引く速力に十分気をつけながら発進

したが、発進した直後にゆっくりと傾き始めた。 

船長Ａは、スパッドの長さが約３１ｍある台船のえい
．．

航が初めてで

あった。 

船長Ａは、Ｂ船の水面上に出ているスパッドが他のスパッド台船に

比べて長く、安定性が低かったのではないかと本事故後に思った。 

現場責任者Ｂは、スパッドの長さの調整を終えた後、鹿児島港南港

区の入口付近を発進する際、えい
．．

航索の力が一時的に強くＢ船に伝わ

ったか又はＡ船の航走波の影響など複数の要因が重なったのではない

かと本事故後に思った。 

Ｂ船は、フロート部分の内部に発泡スチロールの浮体を使用した構

造であった。 

現場責任者Ｂは、えい
．．

航ルートを事前に確認しており、Ｂ船のスパ

ッドは、沖で深く入れ、陸側で浅く入れて段階的に長さを調整するこ

とで、安定性を図る手順としていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

 Ａ船は、Ｂ船のスパッドを水深に合わせて調整し、重心が高くなっ

ている状況下、Ｂ船をえい
．．

航して発進したところ、転覆に抗する復原

力を超える外力が掛かったことから、Ｂ船が左舷側に転覆したものと

考えられる。 

 Ｂ船は、スパッドを水面上に約２６ｍ出していたことから、重心が

高くなって復原力を超えた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、Ｂ船のスパッドを水深に合わせて調整し、重心

が高くなっている状況下、Ｂ船をえい
．．

航して発進したところ、転覆に

抗する復原力を超える外力が掛かったため、Ｂ船が左舷側に転覆した

ものと考えられる。 

再発防止策 

 

Ａ社は、本事故後、再発防止策として、次の措置を講じることとし

た。 

・スパッド台船を移動する際は、起重機船、クレーン台船又は平台

船にスパッド台船を固定することとした。 

・スパッド台船を移動する際に、あらかじめ水深に合わせて水面下

のスパッドの長さを短くして、途中で調整をしないこととした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・スパッド台船は、スパッドを上昇させて重心が高くなった場合
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や、傾いて台船の一部が没水した場合には、復原性が著しく低下

するため、復原力の確保には台船の周囲に浮力体をとりつけるこ

とも有効である。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所 

（平成３０年８月１８日 

１３時００分ごろ発生） 

 

鹿児島県 
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鹿児島港鴨池防波堤灯台 
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写真２ Ｂ船転覆状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                写真３ Ｂ船の類似船 
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